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【部門区分】第７部門第３区分
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【公開番号】特開2019-24246(P2019-24246A)
【公開日】平成31年2月14日(2019.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-006
【出願番号】特願2018-192307(P2018-192307)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ  19/33     (2014.01)
   Ｈ０４Ｎ  19/70     (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   19/33     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月26日(2019.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像を構成する画像を複数の階層で階層符号化する画像符号化装置であって、
　第１のレイヤに対応する第１の画像とは階層が異なる、第２のレイヤに対応する第２の
画像を生成する生成手段と、
　前記第１の画像における、１又は複数のタイルから構成される第１のタイルセットと、
前記第２の画像における、１又は複数のタイルから構成される第２のタイルセットとを符
号化する符号化手段と、
　情報符号化手段と
　を有し、
　前記第２のタイルセットは、前記第２の画像における、前記第１のタイルセットに対応
する位置にあり、
　前記符号化手段は、前記第１の画像においては前記第１のタイルセット以外を参照せず
に前記第１のタイルセットを符号化するとともに、前記第２の画像においては前記第２の
タイルセット以外を参照せずに前記第２のタイルセットを符号化し、
　前記符号化手段は、前記第２の画像の少なくとも一部の領域を参照して前記第１のタイ
ルセットを符号化する場合、前記第２の画像においては前記第２のタイルセットのみを参
照するよう制限して前記第１のタイルセットを符号化し、
　前記情報符号化手段は、前記第１のタイルセット及び前記第２タイルセットの復号処理
に関する制限を示すＳＥＩメッセージを符号化する
　ことを特徴とする画像符号化装置。
【請求項２】
　前記第１の画像と前記第２の画像とは、解像度又は画質が互いに異なる
ことを特徴とする請求項１に記載の画像符号化装置。
【請求項３】
　前記第１のレイヤは拡張レイヤであり、
　前記第２のレイヤは基本レイヤである
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像符号化装置。
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【請求項４】
　前記第１の画像における前記第１のタイルセットと、前記第２の画像における前記第２
のタイルセットとは各画像において同一の位置に存在する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の画像符号化装置。
【請求項５】
　前記ＳＥＩメッセージは、少なくとも前記第１のタイルセットの位置を示す情報を含む
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の画像符号化装置。
【請求項６】
　動画像を構成する画像を複数の階層で階層符号化して生成された符号化データを復号す
る画像復号装置であって、
　１又は複数のタイルから構成されるタイルセットの復号処理に関する制限を示すＳＥＩ
メッセージを復号する情報復号手段と、
　前記ＳＥＩメッセージに従って、第１のレイヤに対応する前記第１の画像における第１
のタイルセットと、前記第１のレイヤとは異なる第２のレイヤに対応する前記第２の画像
における第２のタイルセットとを復号する復号手段と
　を有し、
　前記ＳＥＩメッセージが前記情報復号手段によって復号された場合、前記第２のタイル
セットは、前記第２の画像における、前記第１のタイルセットに対応する位置にあり、
　前記復号手段は、前記第１の画像においては前記第１のタイルセット以外を参照せずに
前記第１のタイルセットを復号するとともに、前記第２の画像においては前記第２のタイ
ルセット以外を参照せずに前記第２のタイルセットを復号し、
　前記復号手段は、前記ＳＥＩメッセージが前記情報復号手段によって復号された場合で
あって、前記第２の画像の少なくとも一部の領域を参照して前記第１のタイルセットを復
号する場合、前記第２の画像においては前記第２のタイルセットのみを参照するよう制限
して前記第１のタイルセットを復号する
　ことを特徴とする画像復号装置。
【請求項７】
　前記第１の画像と前記第２の画像とは、解像度又は画質が互いに異なる
　ことを特徴とする請求項６に記載の画像復号装置。
【請求項８】
　前記第１のレイヤは拡張レイヤであり、
　前記第２のレイヤは基本レイヤである
　ことを特徴とする請求項６又は７に記載の画像復号装置。
【請求項９】
　前記第１の画像における前記第１のタイルセットと、前記第２の画像における前記第２
のタイルセットとは各画像において同一の位置に存在する
　ことを特徴とする請求項６～８のいずれか１項に記載の画像復号装置。
【請求項１０】
　前記ＳＥＩメッセージは、少なくとも前記第１のタイルセットの位置を示す情報を含む
　ことを特徴とする請求項６～９のいずれか１項に記載の画像復号装置。
【請求項１１】
　動画像を構成する画像を複数の階層で階層符号化する画像符号化方法であって、
　第１のレイヤに対応する第１の画像とは階層が異なる、第２のレイヤに対応する第２の
画像を生成する生成工程と、
　前記第１の画像における、１又は複数のタイルから構成される第１のタイルセットと、
前記第２の画像における、１又は複数のタイルから構成される第２のタイルセットとを符
号化する符号化工程と、
　情報符号化工程と
　を有し、
　前記第２のタイルセットは、前記第２の画像における、前記第１のタイルセットに対応
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する位置にあり、
　前記符号化工程において、前記第１の画像においては前記第１のタイルセット以外を参
照せずに前記第１のタイルセットを符号化するとともに、前記第２の画像においては前記
第２のタイルセット以外を参照せずに前記第２のタイルセットを符号化し、
　前記符号化工程において、前記第２の画像の少なくとも一部の領域を参照して前記第１
のタイルセットを符号化する場合、前記第２の画像においては前記第２のタイルセットの
みを参照するよう制限して前記第１のタイルセットを符号化し、
　前記情報符号化工程において、前記第１のタイルセット及び前記第２タイルセットの復
号処理に関する制限を示すＳＥＩメッセージを符号化する
　ことを特徴とする画像符号化方法。
【請求項１２】
　動画像を構成する画像を複数の階層で階層符号化して生成された符号化データを復号す
る画像復号方法であって、
　１又は複数のタイルから構成されるタイルセットの復号処理に関する制限を示すＳＥＩ
メッセージを復号する情報復号工程と、
　前記ＳＥＩメッセージに従って、第１のレイヤに対応する前記第１の画像における第１
のタイルセットと、前記第１のレイヤとは異なる第２のレイヤに対応する前記第２の画像
における第２のタイルセットとを復号する復号工程と
　を有し、
　前記ＳＥＩメッセージが前記情報復号手段によって復号された場合、前記第２のタイル
セットは、前記第２の画像における前記第１のタイルセットに対応する位置にあり、
　前記復号工程において、前記第１の画像においては前記第１のタイルセット以外を参照
せずに前記第１のタイルセットを復号するとともに、前記第２の画像においては前記第２
のタイルセット以外を参照せずに前記第２のタイルセットを復号し、
　前記ＳＥＩメッセージが前記情報復号手段によって復号された場合であって、前記第２
の画像の少なくとも一部の領域を参照して前記第１のタイルセットを復号する場合、前記
復号工程において、前記第２の画像においては前記第２のタイルセットのみを参照するよ
う制限して前記第１のタイルセットを復号する
　ことを特徴とする画像復号方法。
【請求項１３】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の画像符号化装置の各手段としてコンピュータを機
能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　請求項６～１０のいずれか１項に記載の画像復号装置の各手段としてコンピュータを機
能させることを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の画像符号化装置は、例えば、下記の構成を有する。すなわち、動画像を構成す
る画像を複数の階層で階層符号化する画像符号化装置であって、第１のレイヤに対応する
第１の画像とは階層が異なる、第２のレイヤに対応する第２の画像を生成する生成手段と
、前記第１の画像における、１又は複数のタイルから構成される第１のタイルセットと、
前記第２の画像における、１又は複数のタイルから構成される第２のタイルセットとを符
号化する符号化手段と、情報符号化手段とを有し、前記第２のタイルセットは、前記第２
の画像における、前記第１のタイルセットに対応する位置にあり、前記符号化手段は、前
記第１の画像においては前記第１のタイルセット以外を参照せずに前記第１のタイルセッ
トを符号化するとともに、前記第２の画像においては前記第２のタイルセット以外を参照
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せずに前記第２のタイルセットを符号化し、前記符号化手段は、前記第２の画像の少なく
とも一部の領域を参照して前記第１のタイセットを符号化する場合、前記第２の画像にお
いては前記第２のタイルセットのみを参照するよう制限して前記第１のタイルセットを符
号化し、前記情報符号化手段は、前記第１のタイルセット及び前記第２タイルセットの復
号処理に関する制限を示すＳＥＩメッセージを符号化する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の画像復号装置は、例えば、下記の構成を有する。すなわち、動画像を構成する
画像を複数の階層で階層符号化して生成された符号化データを復号する画像復号装置であ
って、１又は複数のタイルから構成されるタイルセットの復号処理に関する制限を示すＳ
ＥＩメッセージを復号する情報復号手段と、前記ＳＥＩメッセージに従って、第１のレイ
ヤに対応する前記第１の画像における第１のタイルセットと、前記第１のレイヤとは異な
る第２のレイヤに対応する前記第２の画像における第２のタイルセットとを復号する復号
手段とを有し、前記ＳＥＩメッセージが前記情報復号手段によって復号された場合、前記
第２のタイルセットは、前記第２の画像における、前記第１のタイルセットに対応する位
置にあり、前記復号手段は、前記第１の画像においては前記第１のタイルセット以外を参
照せずに前記第１のタイルセットを復号するとともに、前記第２の画像においては前記第
２のタイルセット以外を参照せずに前記第２のタイルセットを復号し、前記復号手段は、
前記ＳＥＩメッセージが前記情報復号手段によって復号された場合であって、前記第２の
画像の少なくとも一部の領域を参照して前記第１のタイルセットを復号する場合、前記第
２の画像においては前記第２のタイルセットのみを参照するよう制限して前記第１のタイ
ルセットを復号する。
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